
掲
1．質料の利率

各取引ごと、賃付金額に応じて質札に明記致します。

示

0～19，999円 �l 　　9％ 

20．000～49，999円 �8％ 

50．000～79．999円 �7％（5，000円を超えない範歯で） 

80．000～99．999円 �6％（5，000円を超えない範囲で） 

100，000円以上 �5％ 

2．質料の計算方法

質屋営業法第36条の規定により、満月をもって計算いたします。

翌月の同日までが1か月分で日割り計算は致しません。（例、3月15日から4月15日までが1カ月）

3．流質期限　　満3ケ月

但し営業者の方がその取り扱っている物品を入質される場合は

満1ケ月　　　　　も

流質期限が定休日に当たる場合は、その翌日とします。

4．確認の資料

運転免許証・健康保険証・パスポート・社員証・学生証・外国人登録証などの何れかをご提示下さい。

5．災害時の措置

災害その他質屋及び質置主双方の責に帰する事の出来ない事由により質屋が質物の占有を失っ

た場合は、質屋は賃金と質料を、質置主は質物をそれぞれ損失する事になります。

その他については質屋営業法並びに同施行規則に添ってお取引いたします．

有限会社岩田質店　取締役岩田治　神奈川県公安委員会451353700053

営業時間　自午前10時～至午後8時

定　休　日　毎月7日、9日、17日、18日、27日

当掲示に質札及び質契約内容の説明を合わせて質取引契約の約款と致します．



質契約内容の説明

［質料の利率］

◎質札右上に明記したとおりです。

［質料の計算方法］

◎質料は月計算で行います。日歩計算ではありません。

◎質料は後払い計算で各取引ごと質札に明記した利率によって

元金＊利率＊月数　のように計算します。

◎質料以外の金銭は申し受けません。

［流質期限］［所有権の移転］［物的有限責任］

◎満3ケ月の流質期限が経過すると、お客様［質置主］の品物の所有権が質屋に移ります【流質］

◎そしてこれを以ってお客様［質置主］との質契約は全て終了し、担保の過不足があっても返還又

は請求する事はありません。［物的有限責任］

［返還方法］［最終弁済臼］［流質期限の延長］［利上］

◎お客様［質置主］は質屋の営業時間内で満3ケ月の流質期限前であれば、質札と借りた金額［元

金］に利恵［質料］を力0えたものを支払って質入した品物［質物］をいつでも受戻す事が出来ます。

流質期限後であっても流質物が処分されずにあれば、流質期限後の利恵相当額を力0算してその

品物を受戻す事が出来ます。［受戻］

◎流質期限前はもとより、期限後であっても品物［質物］が処分されすにあれば利息［質料］相当額

を支払って質契約の更新が出来ます。［更新］

◎返済方式は一括返済。返済方法は持参払い。返済場所は質屋の営業所とします。

◎質契約は流質期限の満3ケ月以内に一括返済する短期契約が原則でありますが、お客様［質置

主］のご要望があればそのご事情を聞いた上で最終弁済日内である事を条件に、入金される月

数に合わせて流質期限の延長のご要望に応じます。［利上〕

◎最終弁済日内であっても、流質期限を経過して冥利の支払いを怠った場合は、期限の利益を笑

います。

◎最終弁済日を経過して受戻しがなされない場合は、元金の一郭を入金するなどして、その時点

の相場にて新規に質取引することが出来ます。

◎最終弁済臼はお客様［質置主］との合意の上で設定します。

◎最終弁済白を経過した後は、上記の対応以外は出来かねますのでご諒承下さい。

質屋は質屋営業法並びに岡施行規則に基づいて営業いたします．

依って貸金業規制法の適用は受けません．

本質契約内容の説明書と質札及び店頭掲示を合わせて、質取引契約の約款と致します．



質札について

質契約成立時に下記の「質札」をお渡しします。品物を受け戻すまで大切に保管し、

質料お支払いや、受け戻しの際にお持ち下さい。

尚、紛失した場合にはご連絡ください。

代理の方が受け戻しにいらっしゃる場合も、ご連絡の上、この質札をお持ち下さい。

質料のお支払いが遅れてなければ、質料お支払いの際に、元釜の一郭を

返済することも出来ます。

この質札に当店の営業時間や定休日、連絡先などが書かれております。

何か分からないことがございましたら、どうぞご連絡ください。


